
平成 21 年（2009）3 月〈１０〉

　
　

歳
未
満
の
人
で
、
①
身
体
障
害

６５
者
手
帳
１
級
・
２
級
に
該
当
す
る
人

②
療
育
手
帳
Ａ
判
定
に
該
当
す
る
人

③
身
体
障
害
者
手
帳
３
級
と
療
育
手

帳
Ｂ
判
定
の
両
方
を
所
持
し
て
い
る

人
が
そ
れ
ぞ
れ
対
象
で
す
。

　

現
在
の
受
給
資
格
証
の
有
効
期
限

は
３
月　

日
ま
で
で
す
。

３１

　

な
お
、
４
月
１
日
か
ら
、
外
来
受

診
の
一
部
負
担
金
の
月
額
上
限
額

が
、
所
得
区
分
「
低
所
得
Ⅰ
・
Ⅱ
」

の
人
に
つ
い
て
は
、【
表
１
】
の
と
お

り
変
更
と
な
り
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
の
は
、①
ひ
と
り
親
家

庭
の
親
、お
よ
び
高
校
３
年
生
ま
で
の

生
徒
等　

②
父
母
の
い
な
い
生
徒
等

（※）

③
父
母
の
い
な
い
生
徒
等
を
養
育
し

て
い
る
配
偶
者
の
な
い
人
で
す
。

　

現
在
の
受
給
資
格
証
の
有
効
期
限

は
３
月　

日
ま
で
で
す
。

３１

　

ま
た
、
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
人
に

つ
い
て
も
、
外
来
受
診
の
一
部
負
担

金
の
月
額
上
限
額
は
、
４
月
１
日
か

ら
【
表
１
】
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
満　

歳
に
な
っ
た
人
、
高

１８

等
学
校
等
を
卒
業
し
た
人
、
ま
た
養

育
し
て
い
る
子
ど
も
全
員
が
こ
れ
ら

に
該
当
す
る
保
護
者
は
、
資
格
を
喪

失
し
ま
す
。
た
だ
し
、
満　

歳
以
上

１８

で
、
現
在
、
高
等
学
校
等
に
在
学
中

の
人
は
、
引
き
続
き
受
給
資
格
が
あ

り
ま
す
の
で
、
保
険
課
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

　

小
学
６
年
生
ま
で
の
乳
幼
児
・
児
童
は
、

（※）
　

乳
幼
児
医
療
費
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

現
在
、
お
持
ち
の
受
給
資
格
証
で

は
、
負
担
割
合
が
４
月
１
日
か
ら
「
２

割
」
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
医
療
制
度

改
正
に
よ
り
、
引
き
続
き
１
割
負
担

で
受
診
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

受
給
資
格
証
の
有
効
期
限
は
６
月

　

日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ

３０れ
に
伴
い
、
新
し
い
受
給
資
格
証
を

送
付
し
ま
す
。

　

小
学
６
年
生
ま
で
が
対
象
と
な
っ

て
い
ま
す
の
で
、
今
春
、
小
学
校
を

卒
業
す
る
児
童
は
、
３
月　

日
で
資

３１

格
を
喪
失
し
ま
す
。

　

な
お
、
ほ
か
の
医
療
費
（
ひ
と
り

親
家
庭
等
・
心
身
障
害
者
）
の
受
給

資
格
が
あ
る
人
は
、
交
付
申
請
の
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

有
効
期
限
を
過
ぎ
た
受
診
資
格
証

は
、
保
険
課
、
各
地
域
局
、
各
地
域
市

民
セ
ン
タ
ー
へ
ご
返
却
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

保
険
課
健
康
保
険

係
（
�
�
０
２
５
８
）、
各
地
域
局
住

民
福
祉
課

　

現
在
、
県
の
心
身
障
害
者
・
ひ
と
り
親
家
庭
等
・
老
人
の
各
医
療
費

受
給
資
格
証
を
お
持
ち
の
人
で
、
引
き
続
き
対
象
と
な
る
人
に
、
新
し

い
受
給
資
格
証
を
３
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。
４
月
以
降
は
、
新
し
い

受
給
資
格
証
を
医
療
機
関
等
へ
提
示
の
上
、
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

１
心
身
障
害
者
医
療
費

２
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費

３

老
人
医
療
費

心
身
障
害
者
・
ひ
と
り
親
家
庭
等
・
老
人
・
乳
幼
児
等
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お
持
ち
の
皆
さ
ん
へ

４

乳
幼
児
等
医
療
費

一部負担限度額（月額）
所　得　区　分

外来と入院がある場合外来のみの場合

８０,１００円＋１％４４,４００円
生計中心者の市県民税課税所得が
１４５万円以上の世帯に属する人

一定以上

４４,４００円１２,０００円ほかの区分に入らない人一　　般

１２,０００円
　４,０００円 

（現行２,０００円）
世帯員の市県民税所得割の合計額
がない人

Ⅱ

低所得

　６,０００円
　２,０００円 

（現行１,０００円）
「低所得Ⅱ」のうちで、すべての世帯
員について合計所得金額がない人

Ⅰ

【表 1】 所得区分ごとの一部負担金の月額限度額（心身障害者・ひとり親家庭等）
 ※平成２１年４月１日から適用



平成２1年（2009）3 月〈１１〉

　
　

歳
以
上
の
人（
一
定
の
障
害
が
あ

７５
り
、申
請
に
よ
り
認
定
を
受
け
た　

歳
６５

以
上
の
人
を
含
む
）は
、
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
加
入
と
な
り
ま
す
。

　

平
成　

年
度
の
保
険
料
は
７
月
中

２１

旬
に
決
定
し
ま
す
が
、
４
月
以
降
の

保
険
料
の
納
付
方
法
に
つ
い
て
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

① 

現
在
、
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
て

い
る
人

　

今
年
２
月
に
天
引
き
さ
れ
た
金
額

と
同
額
の
保
険
料
が
、
４
月
以
降
も

天
引
き
さ
れ
ま
す
。

② 

平
成　

年
度
の
保
険
料
軽
減
措

２０

置　

等
に
よ
っ
て
、
昨
年　

月
分
以

（※）

１０

降
、
年
金
か
ら
の
天
引
き
が
中
止
に

な
っ
た
人

　

７
月
か
ら
９
月
ま
で
は
、
納
付
書

等
で
保
険
料
を
お
支
払
い
く
だ
さ

い
。　

月
か
ら
は
、
年
金
か
ら
の
天

１０

引
き
が
再
開
さ
れ
ま
す
。

　

保
険
料
の
均
等
割
額　

割
、
所
得
割
額
５

（※）

８.５

割
を
軽
減
。

③ 

平
成　

年
４
月
２
日
か
ら　

月

２０

１０

１
日
ま
で
に
制
度
に
加
入
し
た
人

　

４
月
か
ら
、
年
金
か
ら
の
天
引
き

が
開
始
さ
れ
ま
す
。

　

天
引
き
さ
れ
る
金
額
は
、
４
月
上

旬
に
送
付
す
る
「
仮
徴
収
額
決
定
通

知
書
及
び
特
別
徴
収
開
始
通
知
書
」

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

④ 

平
成　

年　

月
２
日
以
降
に
制

２０

１０

度
に
加
入
し
た
人

　

６
月
以
降
、
誕
生
月
の
早
い
人
か

ら
順
次
、
年
金
か
ら
の
天
引
き
が
開

始
さ
れ
ま
す
。

　

開
始
時
に
は
、「
仮
徴
収
額
決
定
通

知
書
及
び
特
別
徴
収
開
始
通
知
書
」

で
、
天
引
き
さ
れ
る
金
額
を
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

 

注
意
事
項

�
年
金
が
年
額　

万
円
未
満
で
あ

１８

る
、
介
護
保
険
料
と
の
合
計
額
が

受
給
額
の
２
分
の
１
を
超
え
て
い

る
等
、
年
金
か
ら
の
天
引
き
の
対

象
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。　

�
申
し
出
に
よ
り
、
年
金
か
ら
の
天

引
き
を
口
座
振
替
に
変
更
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
納
付
書

に
よ
る
納
付
も
口
座
振
替
に
変
更

で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
保
険
課

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

後期高齢者医療制度 平成２１年度の保険料納付方法
■問い合わせ　保険課健康保険係（��０２５８）

　　　　　　　岡山県後期高齢者医療広域連合（�０８６�２４５�００９０）

　

市
は
、
妊
婦
の
皆
さ
ん
に
、
費
用

の
心
配
を
す
る
こ
と
な
く
安
心
し
て

健
診
を
受
け
、
出
産
し
て
い
た
だ
く

た
め
、
現
在
、
５
回
分
の
妊
婦
健
診

無
料
券
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

　

２
月
か
ら
、
９
回
分
の
費
用
助
成

を
追
加
し
、　

回
ま
で
拡
充
す
る
こ

１４

と
と
な
り
ま
し
た
。

　

受
診
し
た
医
療
機
関
等
で
健
診
料

金
を
支
払
っ
た
後
、
そ
の
領
収
書
を

添
え
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

助
成
額
を
決
定
し
、
申
請
者
へ
通

知
後
、
指
定
口
座
に
助
成
金
を
振
り

込
み
ま
す
。

▽
助
成
内
容

　

１
回
に
つ
き
６
４
８
０
円
ま
で

（
無
料
券
使
用
分
を
除
く
）

▽
申
請
に
必
要
な
も
の

　

母
子
手
帳
、
妊
婦
健
診
の
領
収
証
、

印
鑑
、
振
込
先
金
融
機
関
の
口
座

番
号

　

現
在
、
交
付
し
て
い
る
妊
婦
健
診

無
料
券
は
、
４
月
以
降
は
使
用
で
き

ま
せ
ん
。
新
し
い
妊
婦
健
診
受
診
券

と
交
換
し
ま
す
の
で
、
健
康
づ
く
り

課
、
ま
た
は
各
地
域
局
で
、
４
月
１

日
以
降
に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
４
月
１
日
現
在
で
妊
娠　
３９

週
未
満
の
人
に
は
、
追
加
の
妊
婦
健

診
受
診
券
を
交
付
し
ま
す
。

▽
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　

母
子
手
帳
、
母
子
保
健
ガ
イ
ド
（
無

料
券
つ
づ
り
）

　

な
お
、
県
外
の
医
療
機
関
（
里
帰

り
出
産
）
や
助
産
所
で
受
診
さ
れ
る

場
合
も
、
出
産
ま
で
の　

回
の
妊
婦

１４

健
診
費
用
を
助
成
し
ま
す
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先　

健
康
づ

く
り
課
母
子
保
健
係
（
�
�
０
２
２

８
）、
各
地
域
局
住
民
福
祉
課

２
・
３
月
に
妊
婦
健
診
を
受
診
す
る
人

４
月
以
降
の
妊
婦
健
診
受
診

妊
婦
健
診
費
用
の
助
成

を
拡
充

　

回
ま
で

１４


